
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

該当例規等 なし

当該団体への補助を行うことで、当該団体が実施する福岡県内の交通事故被害者、遺族・
遺児への援護と福利厚生活動の展開を支援する。

補助対象事業
　福岡県交通遺児を支える会が実施する事業の内、事業費贈与費にて実施された事業
補助対象者
　福岡県交通遺児を支える会

基本目標４＿快適に暮らすことができる安全･安心のまちづくり

政策６＿防災・防犯体制の確立

施策⑭＿警察、学校、地域などと連携して防犯・安全体制を確立する

糸島市補助金設計書

補助金名称

区分

福岡県交通遺児を支える会補助金

⑤その他の事業補助（扶助的）

危機管理課

平成３２年度まで

福岡県交通遺児を支える会の補助金人口割基準表により、85,000円の定額を補助してい
る。

補助対象経費（7,116,367円）
　福岡県交通遺児を支える会が実施する事業の内、事業費贈与費にて実施された事業に要
する経費。

福岡県交通遺児を支える会の補助金人口割基準表の額と他自治体の交付額に差異があるた
め、補助金額について、今後、当該団体と協議したい。


